
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

 
 

 
 

 
 

○
保
安
林
の
指
定 

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可 

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定 

公 
 

 

告 
 

 
 

 
 

 

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て 

公
安
委
員
会 

 
 

 

○
一
般
競
争
に
つ
い
て 

 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 六

月
八
日 

第
六
百
六
十
一
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

森
林
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
䥺
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

甲
府
市
高
成
町
字
江
見
一
〇
二
六(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎)

 

二 

指
定
の
目
的 

落
石
の
危
険
の
防
止 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

㈠ 

主
伐
は
䣍
択
伐
に
よ
る
䣎 

 
 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
䣍
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

 
 

 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

㈢ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

 

䥹
䣓
次
の
図
䣔
及
び
䣓
次
の
と
お
り
䣔
は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
甲
府
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 

告
　
　
示



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
䥺
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
䣬
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

  

ヨ
䤀
ネ
病 

家

畜

伝

染

病
の
種
類 

牛 家
畜
の 

種
類 

患
畜 

患
畜
又
は
疑
似 

患
畜
の
区
分 

一 発
生 

頭
数 

富
士
河
口
湖
町 

発
生
場
所 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

発
生
年
月
日 

 



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
八
年

五
月
二
十
九
日
笛
吹
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

 



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
六
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
䣎
そ
の
関
係
図
面
は
䣍

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

急
傾
斜
地
崩 

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
字
井
戸
尻
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
䣍
次
の
一
点 

壊
危
険
区
域 

か
ら
九
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
九
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土 

 
 

 
 

 
 

地
の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 

番
号 

 
 

座
標 

 

新
田
下―

１ 

一
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
五
秒
○
六
一
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
三
秒
九
四
一
一 

 
 

 
 

 
 

 

二
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
七
○
六
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
四
秒
○
五
○
八 

 
 

 
 

 
 

 

三
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
五
九
七
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
三
秒
九
四
○
九 

 
 

 
 

 
 

 

四
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
二
四
三
○ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
一
秒
六
九
一
九 

 
 

 
 

 
 

 

五
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
○
六
九
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
○
秒
四
四
三
○ 

 
 

 
 

 
 

 

六
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
四
○
六
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
○
秒
三
五
六
四 

 
 

 
 

 
 

 

七
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
六
二
一
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
一
秒
二
五
一
九 

 
 

 
 

 
 

 

八
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
九
八
三
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
三
秒
一
四
二
八 

 
 

 
 

 
 

 

九
点 

 
 

北
緯
三
五
度
三
五
分
一
四
秒
九
三
○
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
経
一
三
八
度
四
四
分
三
三
秒
五
五
七
六 



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
七
号 

 

建
築
基
準
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
䥺
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
䣎
そ
の
関
係
図
書
は
䣍
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
䥹
吉
田
支
所
を
除
く
䣎
䥺
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

指
定
の
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

二 

指
定
道
路
の
位
置 

富
士
吉
田
市
下
吉
田
東
二
丁
目
三
千
四
百
七
十
九
番
十
七 

三 

指
定
道
路
の
幅
員 

六
・
○
二
メ
䤀
ト
ル 

四 

指
定
道
路
の
延
長 

三
十
四
・
六
○
メ
䤀
ト
ル 

 
 

 



◎ 

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
は
䣍
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
䣻
ネ
䤀

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
䣬
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十

四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
䣻
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
䣍
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る

日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で

あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 

崎 
 

幸 

太 

郎 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

 

１ 

調
達
を
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量 

 
 

㈠ 

名
称 

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
䤀 

 
 

㈡ 

数
量 

一
式 

 

２ 

調
達
を
す
る
物
品
の
仕
様
等 

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
䣎 

 

３ 

納
入
期
限 

令
和
十
一
年
十
月
一
日
䥹
月
䥺 

 

４ 

納
入
場
所 

知
事
が
指
定
す
る
場
所 

二 

事
務
を
担
当
す
る
所
属 

山
梨
県
防
災
局
消
防
保
安
課 

三 

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
䣎
た
だ
し
䣍 

 
 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
䣓
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る
指
名 

 

 

停
止
等
措
置
要
領
䣔
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
は
䣍
参
加 

 

資
格
の
な
い
者
と
み
な
す
䣎 

 

１ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

 
 

㈠ 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

㈡ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な 

い
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
䣬
て
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の 

 
 

㈢ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺 

 
 

 

第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
法
人
で
あ
䣬 

 

 
 

 

て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
䥹
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

㈣ 

営
業
に
関
し
䣍
許
可
䣍
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な 

 
 

 

い
者 

 
 

㈤ 

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
䣍
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を 

 

 
 

 

営
ん
で
い
な
い
者 

公
　
　
告



 
２ 

会
社
更
生
法
䥹
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
䥺
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は 

 

 
 

民
事
再
生
法
䥹
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
䥺
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な 

さ
れ
て
い
る
者
䥹
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け 

た
者
を
除
く
䣎
䥺
で
な
い
こ
と
䣎 

 

３ 

仕
様
等
に
適
合
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
䣍
別
に
知
事
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

 

４ 

物
品
を
納
入
し
た
後
䣍
知
事
の
求
め
に
応
じ
て
修
繕
䣍
保
守
等
の
サ
䤀
ビ
ス
を
速
や
か
に
提
供 

 
 

 
 

で
き
る
こ
と
を
䣍
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

 

５ 

山
梨
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
お
い
て
登
録
業
種
䥹
物
品
䥺
の
う
ち
䣓
そ
の
他

物
品
䣔
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

四 

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査 

 

１ 

申
請
の
時
期 

令
和
八
年
六
月
十
七
日
䥹
水
䥺
か
ら
同
月
二
十
六
日
䥹
金
䥺
ま
で
䥹
山
梨
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
䥹
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
䥺
に
定
め
る
県
の
休
日
䥹
以
下
䣓
県
の
休

日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
除
く
䣎
䥺 

 

２ 

受
付
時
間 

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

３ 

申
請
書
の
提
出
方
法 

次
に
掲
げ
る
場
所
に
持
参
す
る
こ
と
䣎 

 
 

 

山
梨
県
甲
斐
市
宇
津
谷
四
百
四
十
五
番
地
の
一 

山
梨
県
防
災
局
消
防
保
安
課
消
防
防
災
航
空

担
当 

五 

入
札
手
続
等 

 

１ 

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
十
六
日
䥹
火
䥺
ま
で
の
日

䥹
県
の
休
日
を
除
く
䣎
䥺
に
䣍
四
３
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 

２ 

入
札
説
明
会 

実
施
し
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
現
地
確
認
を
希
望
す
る
場
合
は
䣍
次
の
日
程
で
対
応

す
る
䣎 

㈠ 

日
時 

令
和
八
年
六
月
十
七
日
䥹
水
䥺
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午 

後
五
時
ま
で 

㈡ 

場
所 

四
３
に
掲
げ
る
場
所 

 

３ 

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
十
六
日
䥹
火
䥺
ま
で
の
日
䥹 

県
の
休
日
を
除
く
䣎
䥺
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
四
３
に 

 

掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
直
接
交
付
す
る
䣎 

 

４ 

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
確
認 

入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
䣎 

 

５ 

入
札
及
び
開
札
日
時
及
び
場
所 

 

 
 

㈠ 

日
時 

令
和
八
年
七
月
二
十
三
日
䥹
木
䥺
午
前
十
一
時 

 
 

㈡ 

場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

山
梨
県
庁
防
災
新
館
四
階
四
一
二
会
議 



 
 

室 

 

６ 
入
札
の
無
効 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
䣍
そ
の
入
札
を
無
効
と
す
る
䣎 

 
 

㈠ 
三
に
掲
げ
る
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
䣎 

 
 

㈡ 

こ
の
公
告
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
䣬
た
と
き
䣎 

 
 

㈢ 

山
梨
県
財
務
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
䣎
以
下
䣓
規
則
䣔
と
い
う
䣎
䥺

第
百
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
の
あ
る
場
合
を
除
き
䣍
入
札
保
証
金
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い

と
き
䣎 

 
 

㈣ 

入
札
書
の
金
額
䣍
氏
名
䣍
印
鑑
又
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
に
よ
䣬
て
必
要
事
項
を
確
認
し
難

い
と
き
䣎 

 
 

㈤ 

㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
䣍
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
入
札
条
件

に
違
反
し
た
と
き
䣎 

 

７ 

落
札
者
の
決
定
方
法 

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の 

 
 

範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
䣬
て
有
効
な
入
札
を
行
䣬
た
者
を
落
札
者
と
す
る
䣎 

六 

そ
の
他 

 

１ 

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨 

 
 

㈠ 

言
語 

日
本
語 

 
 

㈡ 

通
貨 

日
本
国
通
貨 

 

２ 

入
札
保
証
金 

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
䣍
こ
れ
を
免

除
す
る
䣎 

 
 

３ 

契
約
保
証
金 

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
䣍
こ
れ
を

免
除
す
る
䣎 

 

４ 

違
約
金
の
有
無 

有 

 

５ 

前
払
金
の
有
無 

有 

 

６ 

そ
の
他 

 
 

㈠ 

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
三
に
掲
げ
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で

も
満
た
さ
な
く
な
䣬
た
場
合
は
䣍
契
約
を
締
結
し
な
い
䣎
ま
た
䣍
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
県

は
䣍
賠
償
責
任
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

㈡ 

詳
細
は
䣍
入
札
説
明
書
に
よ
る
䣎 

 
 

㈢ 

問
い
合
わ
せ
先 

山
梨
県
防
災
局
消
防
保
安
課
消
防
防
災
航
空
担
当
䥹
電
話
○
五
五
一―

二 

 
 

 

○―

三
六
○
一
䥺 

※ 
S
u
m
m
a
r
y
 

 
1
 

N
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
q
u
a
n
t
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
b
e
 
p
r
o
c
u
r
e
d
:
 



 
 
 

 
 
H
e
l
i
c
o
p
t
e
r
 
1
 
u
n
i
t
 

 
2
 
 
 
D
a
t
e
 
a
n
d
 
t
i
m
e
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
:
 
1
1
:
0
0
A
M
,
 
J
u
l
y
 
2
3
,
 
2
0
2
6
 

 
 
3
 
 
 
B
u
r
e
a
u
 
i
n
 
c
h
a
r
g
e
:
Y
a
m
a
n
a
s
h
i
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
 
D
i
s
a
s
t
e
r
 
P
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
B
u
r
e
a
u
 
 

F
i
r
e
 
S
a
f
e
t
y
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
F
i
r
e
 
d
i
s
a
s
t
e
r
 
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
a
v
i
a
t
i
o
n
 
c
h
a
r
g
e
,
 

Y
a
m
a
n
a
s
h
i
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 
4
4
5
-
1
 
U
t
s
u
y
a
 
K
a
i
1
-
s
h
i
 
 

Y
a
m
a
n
a
s
h
i
-
k
e
n
 
4
0
0
-
0
1
0
8
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
5
5
1
-
2
0
-
3
6
0
1
 



◎ 

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
は
䣍
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
䣻
ネ
䤀
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
䣬
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
䣻
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
䣍
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係 

る
も
の
で
あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量 

１ 

名
称 

土
砂
災
害
警
戒
情
報
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託
䥹
明
許
䥺 

２ 

数
量 

一
式 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属 

１ 
 

名
称 

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課 

２ 

所
在
地 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

三 

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

四 

随
意
契
約
の
相
手
方 

１ 
 

名
称 

中
電
技
術
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社
東
京
支
社 

 

２ 
 

住
所 

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
二
番
七
号 

五 

契
約
金
額 

四
千
九
百
七
十
四
万
二
千
円 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

随
意
契
約 

七 

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由 

土
砂
災
害
警
戒
情
報
シ
ス
テ
ム
再
構
築
業
務
の
受
託
者
で

あ
る
た
め
䥹
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
䥹
平

成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
䥺
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
䥺
䣎 



◎ 

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て 

 

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
は
䣍
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
䣻
ネ
䤀

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
䣬
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十

四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
䣻
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
䣍
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る

日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で

あ
る
䣎 令

和
八
年
六
月
八
日 

山
梨
県
警
察
本
部
長 

 

仲 
 

村 
 

健 
 

二 

一 

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

１ 

借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量 
講
習
用
運
転
シ
ミ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
装
置 

 

操
作
部
一
式 

 
 

運
転
部 

四
輪
車
用
シ
ミ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
六
基 

二
輪
車
用
シ
ミ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
一
基 

 
 

 
 

 
 

一
般
原
動
機
付
自
転
車
用
シ
ミ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
一
基 

２ 

借
入
物
品
等
の
仕
様
等 

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
䣎 

３ 

借
入
期
間 

令
和
九
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

な
お
䣍
機
器
の
設
置
及
び
調
整
は
䣍
令
和
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
完
了
し
䣍
借
入
期
間
の

開
始
日
か
ら
運
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
䣎 

４ 

借
入
場
所 

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地 

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運 

転
免
許
課 

総
合
交
通
セ
ン
タ
䤀
三
階
シ
ミ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
室 

二 

事
務
を
担
当
す
る
所
属 

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課 

三 

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
䣎
た
だ
し
䣍

こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
䣍
山
梨
県
か
ら
䣓
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る
指

名
停
止
等
措
置
要
領
䣔
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
は
䣍
参

加
資
格
の
な
い
者
と
み
な
す
䣎 

１ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

㈠ 

地
方
自
治
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
䥺
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

㈡ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
䣬
て
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の 

㈢ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
法
人
で
あ
䣬

て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
䥹
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

公
安
委
員
会



㈣ 

営
業
に
関
し
䣍
許
可
䣍
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な

い
者 

㈤ 
資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
䣍
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を

営
ん
で
い
な
い
者 

２ 

会
社
更
生
法
䥹
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
䥺
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は

民
事
再
生
法
䥹
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
䥺
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し

て
い
る
者
䥹
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者

を
除
く
䣎
䥺
で
な
い
こ
と
䣎 

３ 

令
和
八
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
䥹
令
和
八
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号
䥺
の
一
に
定
め
る
競
争

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
䣎 

四 

入
札
手
続
等 

１ 

契
約
条
項
を
示
す
場
所
䣍
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先 

郵
便
番
号
四
〇
〇―

〇

二
〇
二 

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地 

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免

許
課
講
習
担
当 

電
話
〇
五
五―

二
八
五―

〇
五
三
三 

２ 

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
十
九
日
䥹
金
䥺
ま
で
の
山
梨

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
䥹
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
䥺
に
定
め
る
県
の
休
日
䥹
以
下
䣓
県

の
休
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
除
く
毎
日
䣍
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
に
四
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
䣎 

３ 

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所 

令
和
八
年
七
月
六
日
䥹
月
䥺
午
後
二
時 
山
梨
県
総
合
交

通
セ
ン
タ
䤀
三
階
第
八
講
習
室 

４ 

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所 

令
和
八
年
七
月
三
日
䥹
金
䥺
正
午

ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
講
習
担
当
䥹
郵
便
番
号
四
〇
〇―

〇
二
〇
二 
山

梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
䥺
に
必
着
す
る
こ
と
䣎 

５ 

入
札
方
法 

落
札
決
定
に
当
た
䣬
て
は
䣍
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
䥹
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
䣍
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
䥺
を
も
䣬
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
䣍
入
札
者
は
䣍
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
䣍
見
積
も
䣬
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
䣎 

６ 

入
札
の
無
効 

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
䣬
た
入
札
䣍

入
札
条
件
に
違
反
し
た
者
の
行
䣬
た
入
札
䣍
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
䣬
た
者

の
行
䣬
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
䣎
以
下
䣓
規

則
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
䣍
無
効
と
す
る
䣎 

７ 

落
札
者
の
決
定
方
法 

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部



長
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
䣬
て
䣍
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定

価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
䣬
て
有
効
な
入
札
を
行
䣬
た
者
を
落
札
者
と
す
る
䣎 

五 

そ
の
他 

１ 

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨 

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨 

２ 

入
札
保
証
金 

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
䣍
こ
れ
を
免

除
す
る
䣎 

３ 

契
約
保
証
金 

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
䣍
こ
れ
を
免

除
す
る
䣎 

４ 

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項 

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
䣍
入
札
説
明
書

に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
六
月

二
十
九
日
䥹
月
䥺
ま
で
の
間
䥹
県
の
休
日
を
除
く
䣎
䥺
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
四
１
の
場
所
に
持
参
し
䣍
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

５ 

契
約
書
作
成
の
要
否 

要 

６ 

長
期
継
続
契
約 

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
䣍
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る

契
約
は
䣍
山
梨
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
䥹
平
成
十
七

年
山
梨
県
条
例
第
九
十
号
䥺
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
䣍
翌
年
度
以
降
に
お
い

て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
䣬
た
場
合
は
䣍
当
該
契
約
は
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
䣎 

７ 

そ
の
他 

㈠ 

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
䣍
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
䣬
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
山
梨
県
警
察
は
損
害
賠
償
の
責 

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

㈡ 

詳
細
は
䣍
入
札
説
明
書
に
よ
る
䣎 

㈢ 

問
合
せ
先 

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
講
習
担
当 

電
話
〇
五
五―

二
八
五―

〇
五
三
三 

※ 
S
u
m
m
a
r
y
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